
住家の被害認定調査（水害）における浸水深判定について

床上1.8ｍ以上の浸水

(浸水深の最も浅い部分で測定)
全 壊

損害割合
５０％以上

床上1ｍ以上1.8ｍ未満の浸水
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損害割合
４０％以上

床上1ｍ未満の浸水
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２０％以上

床下浸水

(浸水深の最も浅い部分で測定）

準半壊に至らない
（一部損壊）

損害割合
１０％未満

堤防決壊等により浸水した木造・プレハブ住宅※の場合、浸水深による簡易な判定が可能
※ 戸建ての１～２階建てに限る

➢ 堤防決壊等によらない雨水による浸水被害を受けた住宅については、上記の判定によらず、詳細な調査が必要。
➢ 被災者からの申請により、第２次調査及び再調査として、住宅内へ立入り、詳細な調査を行うことも可能。
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